
鯖 江 市 農 業 委 員 会  

第 ９ 回 総 会  

議 事 録  
 

 

１  日   時   令 和 ６ 年 ９ 月 ３ ０ 日 （ 月 ）  

午 後 １ 時 ３ ０ 分 開 会  

午 後 ３ 時 １ ０ 分 閉 会  

２  場   所   鯖 江 市 役 所  ５ 階   

ク リ エ イ テ ィ ブ ス テ ー シ ョ ン  

３  議   事  

(１) 議案第４２号 農地法第４条の許可申請審議について 

(２) 議案第４３号 農地法第５条の許可申請審議について 

(３) 議案第４４号 農用地利用集積計画の意見審議について 

 

４  報 告 事 項  

(１) 報告第２２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

(２) 報告第２３号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

(３) 報告第２４号 非農地証明の発行について 

(４) 報告第２５号 公共事業の施工に伴う付帯施設設置に係る農地転用報告 

について 

 

５  議   長   福 島 会 長  

６  署 名 委 員   １ ２ 番  品 川 昌 敏 委 員  １ ５ 番  岩 尾 秀 規 委 員  

７  事 務 局   斎 藤 事 務 局 長 、 松 田 事 務 局 次 長  

山 本 書 記  

 

   午 後 １ 時 ３ ０ 分  開 会  

事 務 局  

 

事 務 局  

 

事 務 局  

そ れ で は 開 会 に あ た り 、 欠 席 委 員 の 報 告 を し ま す 。  

 

 （ 欠 席 委 員 の 報 告 ）  

 

つ づ き ま し て 、 福 島 会 長 か ら ご 挨 拶 を お 願 い し ま す 。 



 

 

福 島 会 長  

※以下議長 

 

議 長  

 

 

 

 

 

 

委 員 一 同  

 

議 長  

 

 

議 長  

 

 

 

３ 番  

笠 嶋 委 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長  

 

 

２ 番  

水 嶋 委 員  

引 き 続 き 、 議 事 進 行 を 、 よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。 

 

 議 長 就 任 挨 拶  

 

 

た だ い ま か ら ９ 月 の 農 業 委 員 会 総 会 を 開 会 い た し ま

す 。本 日 の 議 題 に つ き ま し て は 、お 手 元 の 資 料 の と お り

で す 。  

ま ず 、議 事 録 署 名 委 員 の 選 任 を お 願 い し た い と 思 い ま

す が 、私 の ほ う か ら 指 名 し て よ ろ し い か お 諮 り い た し ま

す 。  

 

異 議 な し  

 

で は 、 １ ２ 番  品 川 昌 敏 委 員 、 １ ５ 番  岩 尾 秀 規 委 員  

に お 願 い し ま す 。  

 

次 に 、 各 部 会 か ら ９ 月 部 会 の 報 告 を 願 い ま す 。  

ま ず 始 め に 、農 政 部 会 の 報 告 を 、農 政 部 会 長 か ら お 願

い し ま す 。  

 

 

９ 月 の 農 政 部 会 の 報 告 を い た し ま す 。  

９ 月 ２ ０ 日 、金 曜 日 、部 会 長 ほ か ５ 名 が 出 席 し て 、農

政 部 会 を 開 催 し ま し た 。  

協 議 事 項 と し ま し て 、議 案 第 ４ ４ 号  農 用 地 利 用 集 積

計 画 の 意 見 審 議 に つ い て 、 協 議 し ま し た 。  

協 議 の 結 果 に つ い て は 後 ほ ど の 議 案 審 議 の 際 に ご 報

告 い た し ま す 。  

以 上 、 部 会 報 告 と い た し ま す 。  

 

次 に 、農 地 調 整 部 会 の 報 告 を 、農 地 調 整 部 会 長 か ら お

願 い し ま す 。  

 

 

９ 月 の 農 地 調 整 部 会 の 報 告 を い た し ま す 。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長  

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 月 ２ ４ 日  火 曜 日 、 わ た し ほ か ６ 名 の 出 席 で 、 農 地

調 整 部 会 を 開 催 し ま し た 。  

当 日 は 、部 会 に 先 立 ち 、午 前 ９ 時 ３ ０ 分 か ら 河 野 委 員

と 岡 井 委 員 の ２ 名 に よ り 、４ 条 お よ び ５ 条 関 係 の 転 用 案

件 な ど 約 ２ 時 間 に わ た り 現 地 調 査 を 実 施 し ま し た 。  

ま た 、４ 条 の 番 号 １ 案 件 に つ い て は 、申 請 人 立 ち 合 い

の も と 、 部 会 員 全 員 で 現 地 調 査 を 実 施 し ま し た 。  

審 議 の 内 容 に つ い て は 、後 ほ ど の 議 案 審 議 の 際 に 、ご

報 告 い た し ま す 。  

 

あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

そ れ で は 次 に 議 事 に 入 り ま す 。  

ま ず 始 め に 、「 議 案 第 ４ ２ 号  農 地 法 第 ４ 条 の 許 可 申

請 審 議 に つ い て 」上 程 し ま す 。事 務 局 か ら 提 案 の 説 明 を

願 い ま す 。  

 

４ 条 申 請 番 号 １ （ 下 新 庄 町 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

本 申 請 は 、 太 陽 光 発 電 シ ス テ ム の 設 置 を 目 的 と し て

、 田 の 一 時 転 用 を 行 う も の で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、 北 側 は 農 道 、 東 側 は 県 道 、 西 側 は 用 悪 水

路 を は さ ん で 田 、 南 側 は 田 と 接 し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 道 路 側 溝 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 農 振 農 用 地 で あ り ま す が 、 営 農 型 太 陽 光 発

電 に つ い て は 、 一 時 転 用 と し て 許 可 が 可 能 な 申 請 と な

り ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

前 回 令 和 ３ 年 の 許 可 時 に は ４ つ の 条 件 を 付 し て い ま

す 。  

①  営 農 計 画 に 基 づ き 計 画 通 り に 履 行 す る と と も に 、

ヒ サ カ キ の 標 準 収 量 の 8 割 以 上 （ 2 4 万 円 / 1 0 a） を 確 保

出 来 る よ う 、 適 切 な 肥 培 管 理 を 行 う こ と 。 に つ い て は

、 令 和 4 年 5 年 と 病 害 虫 の 発 生 し た こ と 等 に よ り 、 収



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

量 を 確 保 で き な か っ た が 、 そ の 後 の 病 虫 害 対 策 が 奏 功

し 、 令 和 6 年 春 か ら 出 荷 が で き る ま で に 至 り 、 目 標 と

す る 単 収 を 達 成 し て い ま す 。  

②  市 農 業 委 員 会 の 現 地 調 査 を 随 時 受 け 入 れ 、 そ の 際

の 指 導 に 従 う こ と 。  

③  3 ヶ 月 毎 に 、 農 業 委 員 会 へ 利 用 状 況 報 告 を 行 う こ

と 。  

④  下 部 の 農 地 の 単 収 に つ い て は 、 出 荷 伝 票 や 生 産 資

材 の 領 収 書 、 写 真 、 肥 培 管 理 作 業 記 録 等 の 証 拠 書 類 を

保 管 す る と と も に 、 収 量 を 検 証 可 能 な 形 で 把 握 し 農 業

委 員 会 に 報 告 す る こ と 、 に つ い て は 、 い ず れ も 履 行 さ

れ て い ま す 。  

ま た 、 令 和 ３ 年 に 植 栽 し た 果 樹 等 に つ い て は 、 令 和

５ 年 の 猛 暑 の 影 響 か ら ミ カ ン は 枯 れ て し ま っ た こ と 、

ブ ル ー ベ リ ー 以 外 の 作 物 に つ い て は 出 荷 の 目 途 が た た

な い こ と 、 今 後 の 営 農 を 考 慮 す る と 、 ブ ル ー ベ リ ー を

栽 培 に 特 化 し て い き た い 旨 の 報 告 が な さ れ て い ま す 。  

今 回 の 案 件 が 許 可 相 当 で あ る 場 合 に は 、 今 回 も 引 き

続 き 同 様 の 条 件 を 付 し て 許 可 に す る こ と が 適 当 で あ る

と 考 え ま す 。  

 

４ 条 申 請 番 号 ２ （ 長 泉 寺 町 ２ 丁 目 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

本 申 請 は 、 住 宅 建 築 （ 平 屋 建 ） を 目 的 と し て 、 田 （

現 況 畑 ） の 転 用 申 請 を 行 う も の で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、 北 側 、 東 側 、 南 側 は 宅 地 、 西 側 は 宅 地 と

畑 と 接 し て い ま す 。  

雨 水 は 配 管 を 利 用 し 、 道 路 側 溝 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 一 種 住 宅 の 用 途 指 定 が あ る た め 、 第 ３ 種 農

地 と 判 断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

住 宅 建 築 時 に 少 し 土 地 を 高 く す る た め 、 隣 地 と の 境

界 に は Ｌ 型 擁 壁 を 設 置 す る た め 、 土 砂 流 出 は ご ざ い ま



 

 

議 長  

 

２ 番  

水 嶋 委 員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長  

 

 

 

３ 番  

笠 嶋 委 員  

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

せ ん 。  

 

農 地 調 整 部 会 の 意 見 を 、 農 地 調 整 部 会 長 よ り 願 い ま す 。 

 

 

議 案 第 ４ ２ 号  農 地 法 第 ４ 条 の 許 可 申 請 審 議 に つ い て  

番 号 １ の 案 件 で は 、 申 請 人 の 庄 司 氏 へ の 質 疑 応 答 を 実

施 し ま し た 。  

現 在 、 庄 司 氏 が 申 請 地 で 榊 (さ か き )の 栽 培 を し て い る

こ と か ら 、 売 上 の 増 加 に 向 け て 、 厄 払 い の 行 事 に て 榊 の

販 売 を 行 っ た ら ど う か と い っ た 意 見 が あ り ま し た 。  

ま た 、 一 時 転 用 取 り 消 し の 際 の 原 状 復 帰 に つ い て 、 転

用 許 可 申 請 の 際 に 、 取 り 消 し 後 、 直 ち に 原 状 復 帰 を 行 う

旨 の 書 類 は い た だ い て い る と の こ と で し た 。  

な お 、 一 時 転 用 の 更 新 に お い て 、 現 在 は 最 長 ３ 年 の 周

期 で 更 新 を 行 っ て お り 、 今 後 の 更 新 周 期 に つ い て も 審 議

し ま し た 。 農 地 調 整 部 会 の 意 見 と し て 、 四 半 期 に 一 度 現

状 報 告 を す る と い う こ と で あ れ ば 、 今 後 も 同 様 の 周 期 で

良 い の で は な い か と の 意 見 と な り ま し た 。  

審 議 の 結 果 、 全 案 件 に つ い て 許 可 相 当 の 意 見 と な り ま

し た 。  

以 上 、 報 告 し ま す 。  

 

た だ い ま 、 事 務 局 な ら び に 農 地 調 整 部 会 長 の 説 明 が あ

り ま し た が 、 皆 さ ん の ご 意 見 を 伺 い ま す 。 ご 意 見 の あ る

方 は 挙 手 を 願 い ま す 。  

 

 

今 後 の 営 農 型 太 陽 光 発 電 の 申 請 時 の 対 応 と し て 、 農 業  

委 員 会 で ど う 対 応 す べ き か 。  

 

 令 和 ３ 年 よ り 転 用 許 可 制 度 が 厳 し く な っ て お り 、 太  

陽 光 パ ネ ル の 下 以 外 も 農 地 と し て 使 用 す べ き と な っ て  

い る 。 今 後 同 様 の 内 容 が 出 て き た 場 合 、 太 陽 光 発 電 設 備  

や 下 部 農 地 で 栽 培 さ れ る 農 作 物 の 種 別 な ど か ら 総 合 的 に  

判 断 す る こ と に な る 。 榊 の 場 合 は 、 遮 光 が な い 方 が 栽 培  



 

 

１ ０ 番  

山 岸 委 員  

 

事 務 局  

 

７ 番  

鷲 田 委 員  

 

事 務 局  

 

 

議 長  

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

議 長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長  

 

 

 

し や す い 。  

 

 

営 農 型 の マ ニ ュ ア ル み た い な も の は あ る の か 。  

 

農 政 省 が 出 し て い る ガ イ ド ラ イ ン が あ る 。  

 

 

申 請 人 が 申 請 地 に 通 っ て い る 頻 度 は ど う な の か 。  

 

猛 暑 の 影 響 も あ り 、 朝 と 夕 方 に 毎 日 水 や り に 行 か れ て

い る 。  

 

他 市 町 の 案 件 で は 、 地 植 え か ら 鉢 植 え に 切 り 替 え て い

る も の も あ る 。 鯖 江 市 で も そ う い う 指 導 を し て い く べ き

で は な い か 。  

 

鉢 植 え も 考 え 方 と し て は あ る が 、 現 状 の 榊 の 栽 培 方 法

で 出 荷 が で き て お り 、 売 上 も あ る 。 県 か ら の 営 農 指 導 も

あ る た め 、 今 後 は 四 半 期 ご と の 報 告 も 見 な が ら 判 断 し て

い く 。  

 

ま た 、 他 の 市 町 で は 、 同 様 な 営 農 型 の 案 件 に つ い て 、

１ 年 の 許 可 期 間 で 更 新 を 行 っ て い る 。 し か し 、 営 農 状 況

や 出 荷 状 況 を 考 慮 し 、 ３ 年 の 許 可 期 間 の 更 新 で は な く 、

１ 年 ご と の 経 過 観 察 が 必 要 で は な い か 。  

そ こ で 、 転 用 許 可 の 条 件 で あ る 、 収 量 の 確 保 ・ 農 業 委

員 会 に よ る 現 地 調 査 の 担 保 、 四 半 期 ご と の 営 農 状 況 報 告

お よ び 作 業 日 誌 や 販 売 等 の 記 録 に 加 え て 、 一 時 転 用 の 期

間 を １ 年 と し て 許 可 し て よ ろ し い か 皆 さ ん の ご 意 見 を 伺

い ま す 。 ご 意 見 の あ る 方 は 挙 手 を 願 い ま す 。  

 

ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。「 一 時 転 用 の 許 可 期 間 を １ 年

と す る に つ い て 」 は 、 提 案 の と お り 、 決 定 し て よ ろ し い

か 採 決 い た し ま す 。  

 



 

 

委 員 一 同  

 

議 長  

 

 

議 長  

 

 

 

 

 

 

 

委 員 一 同  

 

議 長  

 

 

 

議 長  

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛 成 の 方 は 挙 手 願 い ま す 。  

  

 挙 手  

 

全 員 賛 成 と 認 め 、 一 時 転 用 の 許 可 期 間 を １ 年 と す る で

可 決 決 定 さ れ ま し た 。  

 

他 に ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。「 議 案 第 ４ ２ 号  農 地 法

第 ４ 条 の 許 可 申 請 審 議 に つ い て 」 は 、 説 明 の と お り 、 決

定 し て よ ろ し い か 採 決 い た し ま す 。  

 な お 、 番 号 １ 番 は 福 井 県 農 業 会 議 の 意 見 を 聴 い た う え

で 許 可 と い た し ま す 。  

 

 賛 成 の 方 は 挙 手 願 い ま す 。  

  

 挙 手  

  

 全 員 賛 成 と 認 め 、「 議 案 第 ４ ２ 号  農 地 法 第 ４ 条 の 許

可 申 請 審 議 に つ い て 」 は 原 案 の と お り 可 決 決 定 さ れ ま し

た 。 よ っ て 、 許 可 と い た し ま す 。  

 

 次 に 、「 議 案 第 ４ ３ 号  農 地 法 第 ５ 条 の 許 可 申 請 審 議

に つ い て 」 上 程 し ま す 。 事 務 局 か ら 提 案 の 説 明 を 願 い ま

す 。  

  

 ５ 条 申 請 番 号 １ （ 水 落 町 １ 丁 目 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

本 申 請 は 、 譲 受 人 が 、 共 同 住 宅 建 築 （ 有 料 老 人 ホ ー ム

） を 目 的 と し て 、 畑 に 賃 借 権 を 設 定 す る も の で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、 北 側 、 東 側 は 宅 地 、 西 側 、 南 側 は 市 道 と 接

し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 道 路 側 溝 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 一 種 住 居 の 用 途 指 定 が あ る た め 、 第 ３ 種 農 地



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と 判 断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

隣 接 農 地 は ご ざ い ま せ ん 。  

 

５ 条 申 請 番 号 ２ （ 糺 町 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

本 申 請 は 、 貸 資 材 置 場 の 設 置 を 目 的 と し て 、 田 の 所 有

権 を 取 得 す る も の で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、 東 側 、 西 側 は 宅 地 、 北 側 は 国 道 、 南 側 は 水

路 を は さ ん で 、 市 道 と 接 し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 南 側 の 水 路 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 準 工 の 用 途 指 定 が あ る た め 、 第 ３ 種 農 地 と 判

断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

隣 接 農 地 は ご ざ い ま せ ん 。  

  

５ 条 申 請 番 号 ３ （ 持 明 寺 町 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

 本 申 請 は 、 貸 資 材 置 場 の 設 置 を 目 的 と し て 、 田 の 所 有

権 を 取 得 す る も の で す 。  

 ま た 、 譲 受 人 は 、 資 材 置 場 を 利 用 す る 法 人 の 経 営 者 と

な り ま す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、 東 側 は 用 水 路 を は さ ん で 市 道 、 西 側 は 宅 地

、 畑 、 北 側 は 市 道 、 南 側 は 宅 地 に 接 し て お り ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 道 路 側 溝 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 、 一 定 レ ベ ル 住 宅 等 が 連 坦 す る 区 域 に 近 接 す

る 区 域 内 に あ る 農 地 の 区 域 で 、 第 ２ 種 農 地 と 判 断 し ま す

。  

ま た 、 代 替 地 と し て 、 申 請 地 以 外 も 検 討 し ま し た が 、

現 行 の 資 材 置 場 か ら 近 く 、 一 定 の 面 積 を 確 保 で き る 土 地
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２ 番  

水 嶋 委 員  

 

 

 

が 、 本 申 請 地 以 外 に 適 地 が な い こ と か ら 、 本 申 請 に 至 っ

て お り ま す 。  

申 請 地 は 「 宅 地 化 の 状 況 が 住 宅 の 用 も し く は 事 業 の 用

に 供 す る 施 設 又 は 公 共 施 設 も し く は 公 益 的 施 設 が 連 た ん

し て い る 程 度 に 達 し て い る 区 域 内 に あ る 農 地 の 区 域 」 に

近 接 す る 区 域 内 に あ る 農 地 の 区 域 で 、 そ の 規 模 が お お む

ね １ ０ ヘ ク タ ー ル 未 満 で あ る も の 」 で あ る た め 、 第 ２ 種

農 地 と 判 断 し ま す  

（ 一 般 基 準 ）  

隣 接 農 地 と の 境 界 に は 、 コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク を 設 置

し 、 土 砂 流 出 を 防 ぎ ま す 。 な お 、 隣 接 農 地 所 有 者 は 譲 渡

人 で あ り 、 事 業 計 画 に つ い て 説 明 済 み で 了 承 を 得 て お り

ま す 。  

  

５ 条 申 請 番 号 ４ （ 米 岡 町 ）  

（ 概 要 と 目 的 ）  

 本 申 請 は 、 宅 地 分 譲 （ ４ 区 画 ） を 目 的 と し て 、 田 の 所

有 権 を 取 得 す る も の で す 。  

（ 申 請 地 お よ び 近 隣 状 況 ）  

申 請 地 は 、 北 側 、 東 側 、 西 側 は 市 道 、 南 側 は 宅 地 と 接

し て い ま す 。  

雨 水 は 自 然 流 下 に よ り 、 道 路 側 溝 等 に 排 水 し ま す 。  

関 係 す る 地 元 農 家 組 合 の 了 承 を 得 て い ま す 。  

（ 立 地 基 準 ）  

申 請 地 は 準 工 の 用 途 指 定 が あ る た め 、 第 ３ 種 農 地 と 判

断 し ま す 。  

（ 一 般 基 準 ）  

隣 接 農 地 は ご ざ い ま せ ん 。  

  

 農 地 調 整 部 会 の 意 見 を 、 農 地 調 整 部 会 長 よ り 願 い ま す 。  

 

  

 議 案 第 ４ ３ 号  農 地 法 第 ５ 条 の 許 可 申 請 審 議 に つ い て  

審 議 の 結 果 、 全 案 件 に つ い て 許 可 相 当 の 意 見 と な り ま し

た 。  

以 上 、 報 告 し ま す 。  
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議 長  

  

 た だ い ま 、 事 務 局 な ら び に 農 地 調 整 部 会 長 の 説 明 が あ

り ま し た が 、 皆 さ ん の ご 意 見 を 伺 い ま す 。 ご 意 見 の あ る

方 は 挙 手 を 願 い ま す 。  

 

 ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。 無 い よ う で す の で 「 議 案 第 ４

３ 号  農 地 法 第 ５ 条 の 許 可 申 請 審 議 に つ い て 」 は 、 農 地

調 整 部 会 長 の 説 明 の と お り 、 決 定 し て よ ろ し い か 採 決 い

た し ま す 。  

 

賛 成 の 方 は 挙 手 願 い ま す 。  

 

挙 手   

  

全 員 賛 成 と 認 め 、「 議 案 第 ４ ３ 号  農 地 法 第 ５ 条 の 許

可 申 請 審 議 に つ い て 」 は 原 案 の と お り 可 決 決 定 さ れ ま し

た 。  

 

次 に 、 議 案 第 ４ ４ 号  農 用 地 利 用 集 積 計 画 の 意 見 審 議 つ

い て 上 程 し ま す 。 事 務 局 か ら 提 案 の 説 明 を 願 い ま す 。  

 

（ 議 案 第 ２ ５ 号 に つ い て 説 明 ）   

  

 農 政 部 会 の 意 見 を 、 農 政 部 会 長 よ り 願 い ま す 。  

  

 

 議 案 第 ４ ３ 号  農 地 法 第 ５ 条 の 許 可 申 請 審 議 に つ い て  

審 議 の 結 果 、 全 案 件 に つ い て 許 可 相 当 の 意 見 と な り ま し

た 。  

以 上 、 報 告 し ま す 。  

  

 た だ い ま 、 事 務 局 な ら び に 農 政 部 会 長 の 説 明 が あ り ま

し た が 、 皆 さ ん の ご 意 見 を 伺 い ま す 。 ご 意 見 の あ る 方 は

挙 手 を 願 い ま す 。  

 

 ご 意 見 ご ざ い ま せ ん か 。 無 い よ う で す の で 「 議 案 第 ４
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４ 号  農 用 地 利 用 集 積 計 画 の 意 見 審 議 に つ い て 」 農 政 部

会 長 の 説 明 の と お り 、 決 定 し て よ ろ し い か 採 決 い た し ま

す 。  

賛 成 の 方 は 挙 手 願 い ま す 。  

 

挙 手   

  

全 員 賛 成 と 認 め 、 議 案 第 ４ ４ 号  農 用 地 利 用 集 積 計 画

の 意 見 審 議 に つ い て は 原 案 の と お り 可 決 決 定 さ れ ま し た

。 よ っ て そ の 旨 を 鯖 江 市 長 へ と 回 答 を し ま す 。  

次 に 、 報 告 事 項 に つ い て 事 務 局 か ら 説 明 を 願 い ま す 。  

 

（ 報 告 第 ２ ２ ～ ２ ５ 号 に つ い て 説 明 ）  

 

最 後 に 事 務 局 か ら 連 絡 事 項 を お 願 い し ま す 。  

   

 （ 連 絡 事 項 ）  

 

そ れ で は 、 本 日 の 日 程 は こ れ で す べ て 終 了 い た し ま し

た 。 お 疲 れ 様 で し た 。  

 

 

午 後 ３ 時 １ ０ 分 閉 会  


